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別表第 1 (第 3条関係)

職員 ¥職務の級
の区
分 ?仁ゴヨ nJ4 口
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13 

14 

15 

1 

v企〉

川ドロ

級

給料月額

130， 700 

131， 600 

132， 600 

133， 500 

134， 500 

135， 500 

136， 500 

137， 500 

138， 300 

139， 300 

140， 300 

141，400 

142，200 

143，200 

144，200 

円

本斗 表

2 級 3 級 4 級 5 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

182， 300 204， 100 250， 700 279，900 

183，800 205， 300 251，900 281，800 

185， 300 206， 700 253，000 283，600 

186， 700 208，000 254，200 285，400 

188， 100 209， 300 255， 100 287，200 

189，600 210，700 256，400 289，000 

191，000 212， 100 257，500 290， 700 

192，300 213，500 258， 700 292， 500 

193，700 214，800 259，800 294，000 

194，700 216，400 260， 700 295，800 

196，000 218，000 261，900 297， 500 

197， 100 219，400 263， 100 299， 300 

198，300 220，600 264， 100 300， 700 

199，400 222， 100 265，200 302，400 

200， 500 223，600 266，200 304，000 
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16 145，200 201，600 224，900 267，200 305， 500 

17 146，400 202，600 225，800 268，200 307，000 

18 147，600 203， 700 226， 500 269，400 308，600 

19 148，800 204， 700 227，400 270，500 310，200 

20 150， 000 205， 700 228，400 271，400 311，900 

21 151， 100 206，600 229， 300 272，500 312，900 

22 152， 300 207， 700 230，900 273，600 314，400 

23 153， 500 208，800 232，200 274，700 315，800 

24 154， 700 209，800 233， 300 275， 700 317，300 

25 155， 900 210，700 234， 700 276， 500 318，400 

26 157，400 211，600 236，000 277，600 319，900 

27 158，900 212，300 237， 300 278， 700 321， 300 

28 160，400 213，200 238，600 279，800 322， 700 

29 161，800 214， 100 239， 500 280， 700 324， 300 

30 163， 300 215，300 240， 700 281，800 325， 500 

31 164，800 216，300 242，000 282，800 326，800 

32 166， 300 217，200 243，200 283，800 328，000 

33 167，800 217，800 244， 300 284，500 329， 100 

34 169， 600 219，000 245，600 285，400 330，000 

35 171，400 220， 100 246， 700 286， 300 331， 100 

36 173，200 221， 300 247，900 287，400 332，200 

37 175，000 221，900 249，200 288，000 333， 300 

38 176，700 223， 100 250， 300 288，900 334，400 

39 178，400 224， 300 251，600 289，800 335，400 

40 180， 100 225，400 252，900 290， 700 336，400 

41 181，700 226， 300 253，900 291， 300 337，400 

42 183， 100 227， 500 255，200 292， 300 338，400 

43 184，400 228， 500 256， 300 293， 300 339，400 

44 185，800 229，600 257，600 294，200 340，400 

45 187， 300 230，800 258，400 294，900 341， 300 

46 188， 700 231，800 259， 500 295，800 342， 300 

47 190， 100 232，900 260， 700 296， 700 343， 300 

48 191， 500 233，900 261， 700 297，600 344， 300 

49 192，800 234，900 262，900 298，300 345，200 

50 193，900 236，000 264， 100 298，900 346， 100 

51 195， 000 237， 100 265， 300 299，600 347，000 

52 196， 200 238，200 266，200 300，400 347，800 
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53 197， 300 239， 300 267， 100 301，000 348，600 

54 198，400 240， 300 268，200 301，800 349，400 

55 199， 300 241，200 269，400 302， 500 350，200 

56 200，400 242，000 270，600 303，200 350，900 

57 201，500 242，900 271，400 303，900 351，600 

58 202， 500 243，900 272， 500 304，600 352，400 

59 203， 500 244，900 273，600 305，400 353， 300 

60 204， 500 245，800 274，600 306， 100 354，000 

61 205， 600 246，600 275，600 306， 700 354， 700 

62 206， 500 247，500 276， 700 307，400 355，400 

63 207，400 248，400 277， 500 308， 100 356， 100 

64 208， 300 249， 300 278，600 308，800 356，800 

65 209， 000 250， 100 279，400 309， 300 357，400 

66 209，800 250，900 280，200 309，800 357，900 

67 210， 500 251， 700 281，000 310，400 358，400 

68 211，300 252，400 281，800 311， 100 358，900 

用職

員以 69 211，700 253， 100 282，400 311， 700 359， 300 

外の 70 212， 300 253， 700 283，200 312， 100 359，800 

職員 71 212， 600 254， 100 284，000 312，600 360， 300 

72 213， 100 254， 500 284， 700 313， 100 360，800 

73 213， 300 254， 700 285， 500 313，400 361，200 

74 213，900 255， 100 286，200 313，900 361， 700 

75 214，400 255，600 287，000 314，400 362，200 

76 215， 100 256， 100 287，800 314，800 362， 700 

77 215， 300 256，400 288，400 315，000 363， 100 

78 216， 000 256，800 288，900 315， 300 363，600 

79 216， 500 257， 300 289，400 315，600 364， 100 

80 217， 100 257，800 289，800 315，900 364，600 

81 217，800 258， 100 290，200 316，200 365，000 

82 218， 200 258，400 290，600 316， 500 365， 500 

83 218，800 258， 700 291， 100 316，800 366，000 

84 219， 500 259，000 291，600 317，100 366， 500 

85 220， 100 259，200 292，000 317，300 366，900 

86 220， 600 259，400 292，600 317，700 367，400 

87 221， 100 259， 700 293，200 318，000 367，900 

88 221，800 260，000 293，800 318，200 368，400 

89 222， 300 260，200 294， 100 318，400 368，800 

90 222， 900 260，400 294，600 318， 700 369， 300 
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91 223， 500 260，800 295， 100 319，000 369，800 

92 224， 000 261，000 295， 500 319，300 370， 300 

93 224，400 261， 300 295，900 319，500 370， 700 

94 224， 900 261， 700 296，400 319，800 

95 225，400 262，000 296，900 320， 100 

96 225， 900 262， 300 297，400 320， 300 

97 226， 200 262， 500 297， 700 320， 500 

98 226， 700 262，800 298， 100 320，800 

99 227， 200 263，000 298，600 321， 100 

100 227， 700 263， 300 299， 100 321， 300 

101 228， 100 263，600 299， 500 321， 500 

102 228， 600 263，800 299，900 321，800 

103 229， 200 264， 100 300，200 322， 100 

104 229， 900 264，400 300， 500 322， 300 

105 230， 300 264，600 300，800 322， 500 

106 230，800 264，800 301，200 

107 231， 100 265， 100 301，600 

108 231，500 265， 300 302，000 

109 231，700 265，600 302， 300 

110 232， 100 265，900 302， 700 

111 232， 600 266，200 303， 100 

112 233， 000 266，400 303，400 

113 233， 200 266，600 303，600 

114 233， 700 266，900 303，900 

115 234， 200 267， 100 304，200 

116 234， 700 267， 300 304，400 

117 235， 000 267，600 304，600 

118 235，400 267，900 304，900 

119 235，800 268，200 305，200 

120 236， 200 268， 500 305，400 

121 236， 600 268， 700 305，600 

122 268，900 305，900 

123 269，200 306，200 

124 269， 500 306，400 

125 269， 700 306，600 

126 269，900 306，900 

127 270，200 307，200 

128 270， 500 307，400 
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附 則

( 施 行 期 日 等 )

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則

い う 。 ) の 規 定 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

( 経 過 措 置 )

2 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら こ の 規 則 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 聞 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ

た 職 員 及 び 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 の う ち 、 改

正 後 の 規 則 の 規 定 に よ る 号 給 が 改 正 前 の 石 川 県 技 能 労 務 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 則 ( 以 下 「 改 正 前 の 規 則 」 と い う 。 )

の 規 定 に よ る 号 給 に 達 し な い 職 員 の 、 当 該 適 用 又 は 当 該 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 改 正 後 の 規 則 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 改 正 前 の 規 則 の 規 定 に よ る 号 給 と す る も の と す る 。

こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ

( 以 下 「 改 正 後 の 規 則 」 と

3
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た 職 員 及 び 降 格 、 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 の う

ち 、 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 職 員 の 、 当 該 適 用 文 は 当 該 異 動 の 日 に お け

る 号 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。

( 給 与 の 内 払 )

4 改 正 前 の 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は 、 改 正 後 の 規 則 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す 。

( そ の 他 )

前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。5
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石 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 三 十 年 十 二 月 二 十 七 日

石 県 公 安 委 員 ム 一 品J
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石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 八 号

石 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 二 十 三 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 特 定 営 業 )

第 一 条 の 二 条 例 第 十 三 条 の 五 第 一 項 第 六 号 に 規 定 す る 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 営 業 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 伴 う 営 業

に 関 す る 情 報 の 提 供 を 行 う 営 業 と す る 。

一 人 の 性 的 好 奇 心 を そ そ る 見 せ 物 若 し く は 物 品 又 は こ れ ら を 仮 装 し た も の の 観 覧 又 は 販 売

二 人 の 性 的 好 奇 心 に 応 じ て 人 に 接 触 す る 役 務 又 は こ れ を 仮 装 し た も の の 提 供

三 歓 楽 的 雰 囲 気 を 醸 し 出 す 方 法 に よ り 客 を も て な し て 飲 食 を さ せ る 役 務 又 は こ れ を 仮 装 し た も の の 提 供

第 二 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 暴 力 団 事 務 所 の 開 設 又 は 運 営 を 禁 止 す る 区 域 の 基 準 と な る 施 設 )

第 二 条 条 例 第 十 四 条 第 一 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 施 設 は 、 次 に 掲 げ る 施 設 と す る 。

一 社 会 教 育 調 査 規 則 ( 昭 和 三 十 五 年 文 部 省 令 第 十 一 号 ) 第 三 条 第 十 一 号 に 規 定 す る 青 少 年 教 育 施 設

二 石 川 県 体 育 施 設 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ) 第 二 条 第 一 項 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設 及 び 同 条 第 二

項 に 規 定 す る 兼 六 園 弓 道 場

三 金 沢 市 体 育 施 設 条 例 ( 昭 和 三 十 四 年 金 沢 市 条 例 第 二 十 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設

四 七 尾 市 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 十 六 年 七 尾 市 条 例 第 百 八 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設

五 小 松 市 体 育 施 設 条 例 ( 昭 和 五 十 三 年 小 松 市 条 例 第 二 十 四 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設

六 輪 島 市 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 二 十 年 輪 島 市 条 例 第 三 十 二 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設

七 珠 洲 市 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 二 十 六 年 珠 洲 市 条 例 第 二 十 五 日 方 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設

八 加 賀 市 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 十 七 年 加 賀 市 条 例 第 百 十 七 号 ) 別 表 第 一 に 掲 げ る 体 育 施 設

九 羽 咋 市 体 育 施 設 条 例 ( 昭 和 六 十 一 年 羽 咋 市 条 例 第 二 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 施 設

十 か ほ く 市 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 十 六 年 か ほ く 市 条 例 第 九 十 七 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 施 設

十 一 白 山 市 体 育 施 設 及 び 有 料 公 園 施 設 条 例 ( 平 成 十 七 年 白 山 市 条 例 第 百 八 号 ) 第 二 条 第 二 項 の 表 に 掲 げ る 体 育 施

設 及 び 有 料 公 園 施 設

十 二 能 美 市 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 十 七 年 能 美 市 条 例 第 七 十 五 号 ) 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 に 掲 げ る 施 設

十 三 野 々 市 市 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 三 年 野 々 市 町 条 例 第 二 号 ) 第 二 条 第 一 項 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設 及 び 同 条 第 二 項

の 表 に 掲 げ る 有 料 公 園 施 設

十 四 川 北 町 体 育 館 ・ 武 道 館 設 置 及 び 使 用 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 四 十 九 年 川 北 町 条 例 第 十 二 号 ) 第 二 条 に 規 定 す る 体

育 館

十 玉 川 北 町 多 目 的 屋 内 運 動 場 設 置 及 び 使 用 に 関 す る 条 例 ( 平 成 五 年 川 北 町 条 例 第 二 十 一 号 ) 第 二 条 に 規 定 す る 川

北 町 多 目 的 屋 内 運 動 場

十 六 津 幡 町 体 育 施 設 条 例 ( 昭 和 六 十 二 年 津 幡 町 条 例 第 十 八 号 ) 別 表 第 一 に 掲 げ る 体 育 施 設

十 七 内 灘 町 体 育 施 設 条 例 ( 昭 和 五 十 一 年 内 灘 町 条 例 第 十 四 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設
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十 八 志 賀 町 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 十 七 年 志 賀 町 条 例 第 百 五 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設

十 九 宝 達 志 水 町 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 十 七 年 宝 達 志 水 町 条 例 第 八 十 九 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設

二 十 中 能 登 町 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 十 七 年 中 能 登 町 条 例 第 九 十 二 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 体 育 施 設

二 十 一 穴 水 町 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 十 七 年 穴 水 町 条 例 第 二 十 号 ) 第 二 条 に 規 定 す る 体 育 施 設

二 十 二 能 登 町 体 育 施 設 条 例 ( 平 成 十 七 年 能 登 町 条 例 第 八 十 八 号 ) 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 施 設

第 三 条 の 見 出 し を 「 ( 資 料 提 出 の 要 求 等 の 手 続 ご に 改 め 、 同 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 中 「 第 十 八 条 」 を 「 第 十

八 条 第 一 項 又 は 第 二 項 」 に 改 め る 。

第 四 条 第 二 項 中 「 第 十 八 条 」 を 「 第 十 八 条 第 一一 項 又 は 第 二 項 」 に 、 「 説 明 日 時 等 変 更 申 出 書 」 を 「 日 時 等 変 更 申 出

書 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 説 明 日 時 等 決 定 通 知 書 」 を 「 日 時 等 決 定 通 知 書 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 立 入 検 査 )

第 四 条 の 二 条 例 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 は 、 同 項 の 規 定 に よ る 説 明 又 は 資 料 の 提 出 に よ っ て は そ の 目

的 を 達 す る こ と が で き な い と き に 行 う も の と す る 。

2 条 例 第 十 八 条 第 三 項 に 規 定 す る 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 は 、 身 分 証 明 書 ( 別 記 様 式 第 四 号 の 二 ) の と お り と す る 。

第 八 条 第 二 項 中 「 意 見 の 聴 取 日 時 等 変 更 申 出 書 ( 別 記 様 式 第 八 号 ご を 「 日 時 等 変 更 申 出 書 ( 別 記 様 式 第 三 号 ご に

改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 意 見 の 聴 取 日 時 等 決 定 通 知 書 ( 別 記 様 式 第 九 号 ご を 「 日 時 等 決 定 通 知 書 ( 別 記 様 式 第 四 号 ご

に 改 め る 。

第 九 条 第 一 項 中 「 第 十 八 条 」 を 「 第 十 八 条 第 一 項 又 は 第 二 項 」 に 、 「 若 し く は 」 を 「 又 は 」 に 、 「 又 は 」 を 「 及 、 び 」

に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 聴 取 」 を 「 申 述 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 別 記 様 式 第 十 号 」 を 「 別 記 様 式 第 八 号 」 に 改 め 、

同 条 第 四 項 中 「 別 記 様 式 第 十 一 号 」 を 「 別 記 様 式 第 九 号 」 に 改 め る 。

第 十 条 を 第 十 六 条 と し 、 第 九 条 の 次 に 次 の 六 条 を 加 え る 。

( 中 止 命 令 の 方 法 )

第 十 条 条 例 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ る 命 令 は 、 中 止 命 令 書 ( 別 記 様 式 第 十 号 ) に よ り 行 う も の と す る 。

( 弁 明 の 機 会 の 付 与 )

第 十 一 条 条 例 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ る 命 令 を 行 お う と す る 場 合 に お け る 石 川 県 行 政 手 続 条 例 ( 平 成 七 年 石 川 県 条 例

第 三 十 三 号 。 以 下 「 手 続 条 例 」 と い う 。 ) 第 二 十 八 条 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 弁 明 通 知 書 ( 別 記 様 式 第 十 一 号 ) に よ

り 行 う も の と す る 。

2 手 続 条 例 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 弁 明 書 に は 、 提 出 を す る 者 の 氏 名 、 住 所 、 弁 明 の 件 名 及 び 弁 明 に 係 る 事

案 に つ い て の 意 見 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

3 公 安 委 員 会 は 、 手 続 条 例 第 二 十 八 条 の 提 出 期 限 ま で に 手 続 条 例 第 二 十 七 条 第 一 項 の 弁 明 書 が 提 出 さ れ な い 場 合 又

は 手 続 条 例 第 二 十 八 条 の 日 時 に 弁 明 者 が 出 頭 し な い 場 合 に は 、 改 め て 弁 明 の 機 会 の 付 与 を 行 う こ と を 要 し な い 。

( 口 頭 に よ る 弁 明 )

第 十 二 条 公 安 委 員 会 は 、 弁 明 を 口 頭 で す る こ と を 認 め た と き は 、 そ の 指 名 す る 警 察 職 員 に 弁 明 を 録 取 さ せ る も の と

す る 。

2 前 項 の 規 定 に よ り 弁 明 を 録 取 す る 者 ( 以 下 「 弁 明 録 取 者 」 と い う 。 ) は 、 弁 明 の 日 時 の 冒 頭 に お い て 、 予 定 さ れ

る 不 利 益 処 分 の 内 容 及 び 根 拠 と な る 法 令 の 条 項 並 び に そ の 原 因 と な る 事 実 を 弁 明 者 ( 手 続 条 例 第 二 十 八 条 の 規 定 に

よ る 通 知 を 受 け た 者 ( 同 条 例 第 二 十 九 条 に お い て 準 用 す る 同 条 例 第 十 五 条 第 三 項 後 段 の 規 定 に よ り 当 該 通 知 が 到 達

し た も の と み な さ れ る 者 を 含 む 。 ) を い う 。 以 下 閉 じ 。 ) に 対 し 説 明 し な け れ ば な ら な い 。

3 弁 明 録 取 者 は 、 弁 明 者 が 口 頭 に よ る 弁 明 を し た と き は 、 弁 明 調 書 ( 別 記 様 式 第 十 二 号 ) を 作 成 し な け れ ば な ら な

4 弁 明 録 取 者 は 、 口 頭 に よ る 弁 明 の 終 結 後 速 や か に 、 前 項 の 弁 明 調 書 を 公 安 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 弁 明 に 当 た っ て の 証 拠 書 類 等 の 提 出 等 )

第 十 三 条 公 安 委 員 会 は 、 手 続 条 例 第 二 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 証 拠 書 類 等 の 提 出 を 受 け た と き は 、 提 出 物 目 録

( 別 記 様 式 第 十 三 号 ) を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。

2 前 条 第 三 項 の 弁 明 調 書 に は 、 前 項 の 提 出 物 目 録 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

3 公 安 委 員 会 は 、 第 一 項 の 提 出 物 目 録 を 作 成 し た と き は 、 そ の 写 し を 当 該 提 出 物 目 録 に 係 る 証 拠 書 類 等 を 提 出 し た

者 に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。

4 公 安 委 員 会 は 、 提 出 を 受 け た 証 拠 書 類 等 が 必 要 な く な っ た と き は 、 速 や か に こ れ を 提 出 し た 者 に 返 還 し な け れ ば

な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 証 拠 書 類 等 の 返 還 は 、 還 付 請 書 ( 別 記 様 式 第 十 四 号 ) と 引 換 え に 行 わ な け れ ば
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おぇ工14ヲニ。

(4:j:;~ G' ill iif担1tG'制降¥)

線十田崎~ 4:j:;~判中古， ~~民tVG'ミヨ今 J己今~~主将二酎恒'R~l{ð ~.H\ú~' (4{料納E眠仰とJ.:f実_y ill宮割1t尉降(岳召制m (亘1同様世

総川口わ) ~ム-(， D ロ臨~ム-(， l{ð 4:j:;~ G' ill宮t<古里尽i藍引制回会)母-，_)司l{d)J-'J'己下ノ初心。

C¥I (4 {収1納町4同士三， 1~邸G'$里{目当 ~-4l{ð佐古þ<古書製~-4 D' ロ 1甑 ~-4l{ð 4本~G' ill宮阿古里尽匹余)制匹(がl{ð)J -'J'R ¥':-"紛争。。

∞ (4{-Þ\\榔 ITnn::~目立 F 在日系 e曜もぜ~-4D ロ腎~-4l{ð 4本~G' ill宮拠，_) vさま型爆it G'制匹(会U 4.:!ムJ 寸(J' tくさま燃 1\思G'里~{I:!;/~-4

l{ð岳召必I I'l~士記号制o~ノロ l軒以ム-(， l{ð 4:j:;~ G' ill世拠，_) v担感i韮Q制匹{必U~示会 0 4.:!-'J1\(J士~' f現4レ-R~tV G'~1Il必lill世調1t髭

担~JR制m (亘同型軽世話長田口わ) ~-4 D4:j:;~栴~~関車，_)~ぎな4二百手当，Nヨニ。

(4:j:;~G'饗~~G'土峠土1~士二時乞割-<G'剤出担1t)

紙十同様 Hト握吋~~華民 11 十長崎~~~ニ ν耕ffi2-rl{ð[lli:柑車燃十 4く《撚川恒(G'需要{1:!;/~-4l{ð乞割-<G'鋼連G'，1同Eさま'宅問〈

測記哩ヨヨ制m (a;1同縫情聴くEや)~-4 D!と小.，;:JG'-'J炉心。

C¥I \tト~婿喜到底 1 1 十長崎ぐとJ.~ ニトノ草野æ:+ l{ð[lli:城主到底十十く蝋棋田宮、G'~長担~ム唱の哩3:1]:主'乞魁〈鋼連敏司〈哩五刺m (冨岡

~hl~眠干引い) ~-4 D!と，，，.，;:J G'-'Jかの。

E1旧経hl首長 111わ (*隠)モト「第18条」会II第18条第 1項又は第 2項」以部-Q' 巨峰hl(1蝋)モト

1 1 一山くて説一一を拒ーは副11県暴力団排…2叩ーI
により、石川県公安委員会は、その旨を公表することがあります。 I

1 石川県暴力団排除条例第18条第 1項の規定により説明又は資料の提出を求められた場合で、正当な理

由がなくて説明又は資料の提出を拒んだときは、同条例第20条第 1項の規定により、石川県公安委員会

は、その旨を公表することがあります。

また、石川県暴力団排除条例第四条第 2項の規定により説明又は資料の提出を求められた場合で、あ| 以F

なたが説明をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の説明をし、若しくは虚偽の資料を提出したと

きは、同条例第23条第 2項の規定により、 20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、資料提出の

要求等の目的を達することができないときは、立入検査を実施することがあります。

「説明日時等変更申出書」会I I日時等変更申出書」以主主台時。

E114饗hl撚川中モト 「関係」会II、第 8条、第14条関係J~' I説明日時等変更申出書」会I I日時等変更申出書J~ ' 

「第4条第 2項の規定により、次のとおり口頭による説明の日時又は場所の変更を」会I Iに基づき、日時又は場所の

変更について、次のとおり J f)' 

'11説明資一求書 |
の番号及 び 日 付

種 局IJ

要求書又は通知書

の 番号 及び日付

口

口

口

第

年 月

にコ
干ゴ

日

口頭による説明の聴取(第4条第 2項)

口頭による意見の聴取(第 8条第 2項)

口頭による弁明(第14条第 1項)

第 号

年 月 日

N 会ICγコムJ，_)' 同会IC¥IムJj [lli:縦十lK~堅wr~ r-< よJ ，_) ν告訴G'ム-(""と45妻，~l{d。

1 口印のある欄については、該当の口内にレ点を付すこと。

11ω 

~古並走 ' [lli:主~hl~wrモトの会l ザムJ ，_)， 

亘回総世話長田Eわ岳「関係」会II、第 8条、第14条関係」斗，I説明日 時等決定通知書」会J I日時等決定通知書J f)' 

「第4条第4項の規定により」会J Iに基づき、日時又は場所の変更について」以'

'11説明資問問 | 第 号 J 会l
の番号及 び 日 付 年 月 日
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口 口頭による説明の聴取(第4条第4項)

種 局IJ 口 口頭による意見の聴取(第8条第4項)

口 口頭による弁明(第14条第 3項)

要求書又は通知書 第 号

の 番号 及び日付 年 月 日

~部f;; ' i口頭による説明の」州亘

t(d。

E同~hl~眠g] llわ e 去$~告訴 Q I j経世会l異吋t(d。

別記様式第4号の 2 (第4条の 2関係)

(表)

第 号

身分証明書

写 真
官職

氏名

54. 0 

上記の者は、石川県暴力団排除条例第18条第 2項の規定による立入検査に従事する警察職員である

ことを証明する。

年 月 日

石川県公安委員会固

85. 6 

(裏)

石川県暴力団排除条例(抜粋)

(資料提出の要求等)

第18条(略)

2 公安委員会は、第14条第 2項の規定に違反する行為があった疑いがあると認めるときは、公安委員

会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、暴力団員

その他の関係者に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に住居地域等内の建物に立ち

入らせ、物件を検査させ、若しくは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。

3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者に提示しなけれ

ばならない。

4 第 2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しではならない。

(第10章罰則)

第23条(略)

2 第18条第 2項の規定に違反して説明をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の説明若しく

は資料の提出について虚偽の説明をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入り

若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をした者は、 20万円以下の罰金に処する。

3 (略)

注 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。
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呂田総幅拡〈ロや同<$~â; ，)，hl縫世話虫記 Eわぬl亘心' 亘同縫十式首保十Eやモト「関係」会J I、第15条関係」土よ 「第 9条第 1項の

規定により」会J Iに基づきJ~' I説明若しくは資料の提出又は意見の聴、取」会J I下記種別J ~ J ' 

種 )3IJ 
口 説明又は資料の提出

口意見の聴取

説明・資料提出要求書

又は意見の聴取通知書
第 号

の 番号 及び日付
年 月 日

会l

口 説明又は資料の提出(第 9条第 3項)

種 局IJ 口意見の申述(第 9条第 3項)

口弁明(第15条第 1項) ~' I当事者等」会J I届出人」己都

要求書又は通知書 第 ?に子コ

の 番号 及び日付 年 月 日

f;;' Illi:~長官会J â;同様hl~く日わよJ炉心。

EE114縫4占領E十 Iait'モト「関係」会J I、第15条関係J~' Iその」州「下記種別に関する代理人のJ~' I第 9条第4項

の規定により」必J Iに基づきJ~' 

種 矧j
口 説明又は資料の提出

口意見の聴取

説明・資料提出要求書

又は意見の聴取通知書
第 ?に子コ

の 番号 及び日付
年 月 日

会l

口 説明又は資料の提出(第9条第4項)

種 矧j 口意見の申述(第 9条第4項)

口弁明(第15条第 2項) ~吉'f-.í号， Illi:~長官会J â;回総hl総長Eいよj

要求書又は通知書 第 号

の 番号 及び日付 年 月 日

j llli: ~hl8告~~告訴e同 ~hl会)異吋i'(<l。
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別記様式第10号(第10条関係)

(表)

第 号

中 止 命 メ寸ヲ〉、 書

年 月 日

殿

石 川 県公安委 員 会固

本(国)籍

住 所

命令を
氏 名

受ける者
生年月日 年 月 日

命令に係る暴力団

事務所の所在地

上記の者に対し、石川県暴力団排除条例(平成23年石川県条例第20号)第21条の規定により 、下記のとお

り命令します。

記

命令の

内容

命令をする

理由

審査請求及び取消訴訟の教示は、裏面のとおりです。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列 4番とする。
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(裏)

審査請求及び取消訴訟の教示

号 外

1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内に、石

川県公安委員会に対して、審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して 3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して 1年を経過すると審査請求をす

ることができなくなります。)。

2 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、石川

県を被告として提起することができます。この場合において、石川県を代表する者は石川県公安委員会と

なります(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内で、あっても、この処分

の日の翌日から起算して 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

3 1の審査請求をした場合におけるこの処分の取消しの訴えは、 2にかかわらず、その審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起することができます(なお、この裁決

があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内で、あっても、この裁決の日から起算して 1年を経

過すると処分の取消しの訴えを提起する ことができなくなります。)。
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別記様式第11号(第11条関係)

(表)

第 号

弁 明 通 知 書

年 月 日

殿

石 川 県公安委員会固

あなたに対する下記の事実を原因とする不利益処分に係る石川県行政手続条例(平成 7年石川県条例第33

号)第13条第 1項第 2号の規定による弁明の機会の付与を、下記のとおり行し、ますので、同条例第28条の規

定により通知します。

記

弁 明の件名

予定される不利益

処分の内容

不利益処分の根拠

となる条例の条項

不利益処分の

原因となる事実

弁明 書 の提出先

弁明書の提出期限 年 月 日まで

摘 要

弁明の機会の付与に際しての留意事項は、裏面のとおりです。

備考 1 口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、摘要欄にその旨並びに日時及び場所を記載すること。

2 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

3 用紙の大きさ は、日本工業規格A)ilj4番とする。
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(裏)

弁明の機会の付与に際しての留意事項

号 外

1 弁明書には、あなたの氏名、住所、弁明の件名及び弁明の機会の付与に係る事案についての意見を記載

してください。

なお、口頭による弁明の機会を付与されているときは、弁明書の提出は必要ありません。

2 弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができます。

3 提出期限までに弁明書の提出がないとき(口頭による弁明の場合は、出頭すべき期日に出頭しないとき)

は、石川県公安委員会は、弁明がなかったものとして取り扱います。

4 口頭による弁明の機会の付与を行う場合で、あって、あなたが病気その他やむを得ない理由があるときは、

石川県公安委員会に対し、日時等変更申出書により、弁明の日時又は場所の変更を申し出ることができま

す。

5 あなたが弁明をしない場合には、あなたに代わって代理人を選任できますので、代理人の氏名、住所及

び当該代理人に弁明の機会の付与に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した代理人選任届出

書を石川県公安委員会に提出してください。

6 あなた又はあなたの代理人が口頭による弁明の期日に出頭する場合には、この弁明通知書を持参してく

ださい。
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別記様式第12号(第12条関係)

弁 明 調 書

年 月 日

耳哉名

氏名 @ 

弁 明 の 件 名

弁 明 の 日 時

弁 明 の 場 所

弁明者の住所及び氏名

(代理人の住所及び氏名)

弁 明 の 要 ヒ日コ

そ の 他 参 考 と

な る J、d、 き 事 項

備考 1 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

2 用紙の大きさは、日本工業規格A列 4番とする。
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別記様式第13号(第13条関係)

提出物目録

弁明の件名

提 住 所

出

者
氏 名

提出を受けた

年 月 日

目 録

番号 標 目 数 量 摘 要

取 扱 者 職名 氏名 @ 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
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別記様式第14号(第13条関係)

還 イ寸 言青 書

年 月 日

石川県公安委員会殿

住所

氏名 @ 

下記目録の証拠書類等の還付を受け、領収しました。

記

目 録

番号 標 目 数量 摘要

取 扱 者 職名 氏名 @ 

備考 1 目録欄は、取扱者が記載すること。

2 用紙の大きさは、日本工業規格A37IJ4番とする。

韮 E
))8 事Z~~' 住ト世川十 1.叶 1 r:o::: 1 miミ心蛍!とかの。
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|
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畑
E

闘争〉

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 三 十 年 十 二 月 二 十 七 日

事石 県 人 委 員J
 

11 

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

( 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 改 正 )

第 一 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 七 十 一 条 第 一 号 中 「 百 分 の 百 八 十 」 を 「 百 分 の 百 九 十 」 に 、 「 百 分 の 二 百 二 十 」 を 「 百 分 の 二 百 三 十 」 に 改 め 、

同 条 第 二 号 中 「 百 分 の 八 十 五 」 を 「 百 分 の 九 十 五 」 に 、 「 百 分 の 百 五 」 を 「 百 分 の 百 十 五 」 に 改 め る 。

を別 表 第 八 ロ の 表 中

』 」 に 改 め 別 表 第 八 ハ の 表 中

6
0
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5
 

5
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に 改 め

別 表 第 八 ニ の 表 中
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に 改 め 、 別 表 第 八 ホ の 表 中6
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別表第12(第53条の 6関係)

表

ιz竺 1 項 職 員

奇書i 種 種 車重 車重
2項職員 3項職員

1 2 3 4 5 

円 円 円 円 円 円 円

1 年 未 満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 50，800 30，400 

1年以上 2年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 50，800 30，400 

2年以上 3年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184，700 50，800 30，400 

3年以上4年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 50，800 30，400 

4年以上 5年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 50，800 30，400 

5年以上 6年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 50，800 28，400 

6年以上 7年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 49，000 26，400 

7年以上 8年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 47，200 24，300 

8年以上 9年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 45，400 22，300 

9年以上10年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 43，600 20，300 

10年以上11年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184，700 41，800 17，300 

11年以上12年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 40，000 14，200 

12年以上13年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 38，200 11，200 

13年以上14年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 36，400 8，200 

14年以上15年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 35，000 5，200 

15年以上16年未満 414，800 368，800 308，600 251，200 184， 700 33，600 

額当手整調高合壬，AE'
 

初
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16年以上17年未満 410，400 364，800 305， 300 248， 600 183， 100 

17年以上18年未満 406，000 360，800 302，000 246， 000 181，500 

18年以上19年未満 401，600 356，800 298， 700 243，400 179，900 

19年以上20年未満 397，200 352，800 295，400 240，800 178，300 

20年以上21年未満 392，800 348，800 292， 100 238， 200 176，700 

21年以上22年未満 373，400 331，900 278， 300 226， 200 167， 500 

22年以上23年未満 353，600 314，700 264， 300 214， 300 157， 700 

23年以上24年未満 334，300 298，000 250，800 202， 300 148， 600 

24年以上25年未満 314，900 281， 100 236，900 190， 500 138，900 

25年以上26年未満 295，400 264，200 223，200 178，700 129， 700 

26年以上27年未満 272， 700 243，400 205，600 164， 300 118， 700 

27年以上28年未満 250，500 223，000 188， 500 150， 000 108， 300 

28年以上29年未満 228，100 202，600 171，200 135， 700 98， 000 

29年以上30年未満 205，300 181，800 153，600 121，400 87， 000 

30年以上31年未満 180，500 159，900 135，600 106，400 76，400 

31年以上32年未満 155，600 138，000 117， 300 91，600 65， 300 

32年以上33年未満 131，000 116，300 99，400 76，400 54， 900 

33年以上34年未満 92，900 84，400 73，400 57， 300 40， 700 

34年以上35年未満 57，600 54，600 49， 100 38， 900 27，500 

総 1 1 ~* 1 ~長響 Q聾E瓜G'程よ小土i亜かの~*~ G'~裂に緊~ G' 11話会j室長Qム-f""己主主同かの。

総同十1 1 1 ~*吾朗~~担率必j亘心'華民同巨革命}組長田陣ムjかの。

華民同十与] 州H~十 1 ~去~G'ム-f"，，~吉}， ';f訟の。

号 外

32，200 

30，800 

29，400 

28，000 

26，600 

26，000 

25，400 

24，400 

23，800 

23，200 

22，600 

22，000 

21，200 

20，900 

20，500 

19，900 

19，000 

18， 100 

17，400 

華民同十-¥-1延長Q十 | 級車線十 1 1ボ Q 回線 1 1 郡上i思担かの-<1静~rr眠引$Z~~~恒常時(.;ìU翌Hトヨm G' m::時空'程互主同~t五

1鰍 \lHm G'm::~事G' -40 ;;，\0:邸~ ' a;*回線十-¥-1G' ~器亘割1þ凶余Q 軍事~~むの朴単G'~器冨割1þ凶余~1♀己' 告~ ~{I!;!公のやく程革命

会J¥朕υν舵42思惑ムJ-rt(aO 

同法星 回余G'1 1十同

国境星 回余G'11+

川護三 回余Q十K

11!!i星回余Q十11

1 !i餐回余G'く

製品(.;iU裂 回余G' ~

総同 十-\-1 ~*G'十 1 1 G' 1 1会l歪の。

総同十与J ~* G' 十川線 1 1 郎会j 室長 Q ム-f""己主}， ~t(à。

N i~ ~手 G'$Z{I!;! ~ ム-f， t(a ( .;ìU 幸~ \Jトヨ甘~草野iトt(à\Jトヨ甘G' m:: ~事:t;i ' 怨互主同~~転機\JHm G' m::~事G' -40 ~話題~' IB草画調1tG' 00. iミ心日

却止J ν同社~j制4眠時制下ノ G'~:t;i回余 Q 固 ， I@: 00. iミ心思趣味J ν同社~j制 ，_) ~$I:l:!回(J:\G' 1 1 ~\朕 ;_) ν里lt~~事よH阜の。

封際平十《燃11郎総i(aいモト「総同十111州可燃同郎総11 aや」会J I総同十 1 1 1謀総~~車線 1 1 aや」己主主母子。。

年長与]十 1~栄華民 | 口和モト 「回余G'同長十」 会J 1]ffi(J:¥G'回〈ート同J~ ' I回余G'1 1同111+J会J I回(J:¥G'1 1回11-1一同J~ J 

都宮'I@:様燃11 aやモト「回余G'-F2，十同」会)I同余G'-F2，十」斗，I回(J:¥G'同十同」会J I回(J:¥G'同十J ~ J話交の。

普氏 -\-1十 4く 吋~ G' ~華民川 Eいモト「総同十川崎モ総同郡却炉Eや」会J I総同十川域医依田郡~a]t> J ~恒常時。

総与]十4く~*G' -F2， モト「組長同十 111 延長担保同程車線11 恥」 会J I華民同十111樹首眼目郎総11 aやJ~話交の。

正直線十川巨軍兵心首長十同邸側下ノ会l至。。

主~tト線十4く郡G' i~G' rnK司J会j豆心' I@:煙車必l華民十川官、--¥Jj I@:郡G'i~~ rnK司JよJ....JνI ( 1 :醤響 e響E眠G'~峠~

E炉心~*~割1þG' 1 1話会)主主同炉心持~~;ltim(~i(邸品化。首長く里子制下_jG'感服役摺~々'(J~t(à~G'~，\喜 mrr ，t< ) J ~土j 華民十 -\-1

郎会l燃十回廊ムJj~十く間\-R Ú\~ 1 1 十四制下ノ会l川部:いや護oよf:bt(à。

|認 定 等認定等の事由 l

E回線川口や饗hl(1縦四)モト I ~- . I 会J I ~ - ~ . . I 以括公的。
|の 事 由・給料表及び級|
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( 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 )

第 三 条 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号 )

る 。

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

附 則 第 二 項 を 削 り 、 附 則 第 一 項 の 項 番 号 を 削 る 。

( 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 )

第 四 条 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 六 十 三 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則

第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

3 外 務 公 務 員 俸 給 等 相 当 年 額 の 算 定 に 当 た っ て は 、 一 般 の 派 遣 職 員 が 、 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和

三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ) 第 四 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 標 準 号 給 数 ( 同 条 第 七 項 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 基 準 に お い て 当 該 一 般 の 派 遣 職 員 に 係 る 標 準 と な る 号 給 数 を い う 。 ) を 昇 給 す る も の と し 、 一 般 職 の 職 員

の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ) 第 七 十 一 条 第 一 号 に 掲 げ る 職 員 の

う ち 同 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 、 任 命 権 者 が 定 め る 勤 務 成 績 が 良 好 な 職 員 で あ る も の と す る 。

附 則

( 施 行 期 日 等 )

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で の 規 定 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行

す る 。

2 第 一 条 の 規 定 ( 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 ( 以 下 「 給 与 規 則 」 と い う 。 ) 第 七 十 一 条 の 改 正 規

定 を 除 く 。 ) に よ る 改 正 後 の 給 与 規 則 の 規 定 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

3 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 規 則 ( 以 下 「 改 正 後 の 給 与 規 則 」 と い う 。 ) 第 七 十 一 条 の 規 定 は 、 平 成 三 十 年

十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

( 経 過 措 置 )

4 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら こ の 規 則 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 聞 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ

た 職 員 及 び 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 の う ち 、 改

正 後 の 給 与 規 則 の 規 定 に よ る 号 給 が 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 規 則 ( 以 下 「 改 正 前 の 給 与 規 則 」 と い う 。 )

の 規 定 に よ る 号 給 に 達 し な い 職 員 の 、 当 該 適 用 又 は 当 該 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 改 正 後 の 給 与 規 則 の 規

定 に か か わ ら ず 、 改 正 前 の 給 与 規 則 の 規 定 に よ る 号 給 と す る も の と す る 。

5 こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ

た 職 員 及 び 降 格 、 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 ( 個

別 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 号 給 を 決 定 す る こ と と さ れ て い る 職 員 を 除 く 。 ) の う ち 、 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る

職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 職 員 の 、 当 該 適 用 又 は 当 該 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る こ と が で き る 。

剖 三 澗 〉 側 刷 柳 田 ゆ 時 洲 瀦 ω 訓

〉 側 糊 皿 ゆ 致 活 側 ~ 凶 器 削 鰍 「 ぺ 同 町 守 山 山 副 司 岡 利 低 見 ) 強 ( E 出 端 ロ ヨ 抑 制 ヱ一 滴 〉 制 湖 周 砂 時 州 灘 H 叩 ) 見 ) l 出町 宮 内 野 3 1汁 三 円

四片 H 「 d 吟 叫 m a 回 す 川 ) 巌 4 4 J 寸 か 。 汁 内 ， T hい 3 時 切 一 円 い か 日 沖 阿 刊 紙 3 〉 制 糊 柳 田 ゆ 法 違 例 ~ 川 罰 則 鰍 「 ぺ 同 首 び 山 山 副 司 剛 叫 山 氏 3

甜 3 油 冊 一 件 J

同 有 国 神 ω 。 刊 ム 迫 H Z M 7 0 臨 迫 J 叶 内 い 。

川 相 海 ω C雨 明 巳 」 4 N 叶 司

制 ヱ 一 滴 〉 側 柳 田 ゆ

満 H h 叩 丑 「 P N C C Z 」 品 川 「 P 品 C C Z 」 一 円 四 冷 $ ' 獄 N h 叩 号 「 m ・ 5 0 Z 」 め 「 少 ω c c Z 」 ↑ 円 四 片 町 q d 獄 ω 叩 号 「 m ・ c c c Z 」 め

「 ⑦ L c c Z 」 F 円 四 片 町 ヴ J 獄 ム 叩 門 寸 「 F N C C Z 」 品 川 「 戸 色 。 耳 」 一 円 四 片 町 ゾ 鴻 ∞ 叩 f G O - g o Z 」 品 町 「 N H W C C C Z 」 打 田 片 町 守 山 日 。
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